
 

 

 

 

 

 

県営住宅入居者管理等業務説明書 

 

留 意 事 項 

 

  広島北部（三次市及び庄原市を除く）、広島南部、廿日市・大竹、呉及び東広島・竹原

地区については、建設事務所の事務を県庁住宅課で行っている。 
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１総務業務 ①調査集計事務 

 

入 居 者  指定管理者  県庁・事務所  備   考 

       

       

【調査・照会】       

       

  必要に応じ現地調査等行い資料作成    調査集計依頼   ・ 原則として照会事項のは県
が行う。 

      

       

   決裁    調査集計結果    

       

       

       

       

       

        

       

       

【アンケート】       

       

アンケート配布  アンケート内容整理・作成    アンケート依頼    

      

       

回答   回収・集計    調査集計結果    
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１総務業務 ②監査事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

【県庁監査】         

  
 

 
 監査の通知(写)  

   ・指定様式により作成 

         印刷は県で行う。 

  
 資料作成 

 
 資料作成依頼  

   ・指定管理者職員も立検同席 

         

         

         

   決裁        

         

  
 現地立会  

 
 現地立会  

   
・ 監査委員から立会が認められ

れば、現地立会する。 

        

  
 

 
 監査結果通知(写)  

    

         

【建設事務所監査】         

     監査の通知受    監査通知(写)    

         

     資料作成依頼      

         

   決裁    資料作成      

         

         

   現地立会    受 検     ・ 監査委員から立会が認められ
れば、現地立会する。         

     監査結果の通知受    監査結果通知(写)    

         
  

監査の通知(写)        
受・確認 

資料作成依頼 

監査の通知受 

資料作成 

資料作成 

資料作成 

受 検 

監査結果通知(写) 
受・確認 監査結果の通知受 

監査結果通知(写) 
受・確認 

監査の通知(写)        
受・確認 
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１総務業務 ②監査事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

【指定管理者監査】         

    
 監査の通知(写)  

 
 監査の通知(写)  

  

         

         

  
  

 資料作成  
 

 
 

 調 整  
  

         

   決 裁        

         

         

         

    
 監査結果通知(写)  

 
 監査結果通知(写)  

  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
  

監査の通知受 
確 認 ・ 送 付 

受       検 

監査結果の通知受 
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１総務業務 ③予算決算事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

         

       予算要求方針の決定    

【予算要求事務】         

  
 資料作成  

  資料作成        

         

       資料作成    

         

   決 裁      集 計    

         

    
 調整  

    

         

       予算案    

         

   協定締結      協定締結    

         

     協定書(写)      

         
【決算事務】         

  
 資料作成  

 
 資料作成  

    

         

       資料作成    

         

   決 裁      集 計    

         

    
 調整  

    

         

       決算見込・決算    

         
         

  

資料作成依頼 

調 整 調 整 

決算資料作成依頼 

調 整 調 整 
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２管理業務 ①募集事務 

 

入居応募者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

【募集一覧表等の作成】        ・ ｢入居者選考基準｣ 

  
 募集計画(通知)  

 
 募集計画(通知)  

 
   

 
・ 募集計画は県と指定管理者で

協議し決定する。 

        

   募集対象住宅調査       ・ 定期募集は２,６,10 月、空き
家の多い住宅の募集は１,３,４,
５,７,８,９,11月         

   一覧表作成       

         

   決 裁        

        ・ 募集戸数,配布計画(作成部数)
は県と指定管理者で協議し決
定する。    募集住宅の選定   

 
   

        

   募集一覧表の作成       

        

        内容等の協議   ・ 印刷物（募集一覧,申込のしお
り,申込整理票,抽選番号通知･
抽選結果通知はがき･提出用封
筒） 

        配布先等の決定   

        

    
 配 布  

  配 布   
 

 ・ 関係市町にも配布計画に基づ
き送付する。 

        

【公募の広報】       広報計画の策定     

       広報計画(通知)    

       広報用原稿等の作成    

      広報   ・ 広報は受付日の直近の日曜日
に行う。 

        

        
・申込状況に関する集計を広島

県に対し報告する。 

  

募集計画の決定 

募集住戸の決定 

募集一覧,｢申込み 
のしおり｣などの 
作成（発注作業） 

仕分け･発送･配布 募集一覧等 
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２管理業務 ①募集事務 

 

入居応募者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

【住宅の募集】         

        ・ ｢入居者選考基準｣ 

  
 相談・受付  

     ・ 受付時に申込整理票、抽選番
号通知・抽選結果通知用はがき
（切手(２枚)）         

   仮審査   協議    
・入居者資格等について不明な点

がある場合は、適宜県と協議する

こと。 

         
 

   組別割当       

        
・ 入居資格、申込時の組別の審

査   
 申込者一覧作成  

 
 

 
 

 

         

  
｢抽選通知書｣作成･送付  

      

         

 抽選会    公開抽選会実施       
・ 補欠通知の補欠期間の期日は

入居可能日の前日を記入する。 
 

  応募がない住戸の補充募集実施      

 当選・補欠・落選   
 当選･補欠者一覧作成  

 
 当選･補欠者一覧  

 
 

 
・ 補充募集は抽選会当日の参加

者で、第一候補者とならなかっ

た者を対象に実施する。 
        

 
 

 抽選結果通知書送付  
     

         

  
 当選者に申込書等送付  

     
 

         

         

 
 

入居説明会開催日程の調整及び会場の確保 

申込整理票等 

抽選通知書 

申 込 書 等 

「２管理業務 ②入居事務」へ 

当選通知書等 
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２管理業務 ②入居事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

【入居事務】          

(入居審査事務)  入居候補者・補欠者        

          

          

          

  
 本審査(確認)  

     
・ 本審査では、必要に応じ 

戸籍謄本等が必要になる。 
         

   「入居予定者名簿」作成      
 

  

          

  
 

 
 

 
 

  

          

  
 電算入力  

     
・ 敷金納入通知書の納期限

は、入居可能日の前日で発行
する。 (入居手続事務)         

          

         ・ 入居決定通知時に入居請
書、敷金納付書、口座振替依
頼書を送付する。          

         

・ 電算入力後、入居予定者名

簿一覧入居申請書を提供す

る。 

          

         

  
 

 
  

 
 

 

          

  
 

 
 

 
 

 
 

          

          

  

入居説明会開催日程の調整及び会場の確保 募集事務から 

入居申込書 
 所得証明、住民票、 
 健康保険証 など 

入居決定通知書 
 入 居 請 書   
 敷金納入通知書  
     など 

入居決定通知・敷金 
納入通知書確認、 
送付書類作成・送付 

次 ペ ー ジ へ 

入居決定通知書作成 

暴力団照会 

照会回答 
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２管理業務 ②入居事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

         

 納入通知書  
       

 

         

        
 

         

      
 

 
・ 敷金取扱基準 

        ・ 敷金の受入確認は、財務会
計システムで作成される歳入
歳出外現金受入調書により行
う。 

 
 

 

        

        

       敷金一覧表出力   

        ・ 入居可能日通知書の日付は、
入居説明会以降で入居関係書
類が整った日で発行する。         

         
         

  
受付･確認 

 
  

 
 

 
・ 入居可能日から１５日以内

に入居できない場合 

        （条例第１２条第６項） 

  
確認･通知 

 
  

 
 

  

         

   管 理 台 帳 作 成        

         

         

         
 

前 ペ ー ジ か ら 

指定金融機関 
等 で 納 入 確認・整理 

入居請書記入押印 

敷 金 領 収 書         入居説明会の開催          
入居可能日通知書 
及び住宅の鍵交付 

通 知 書 ・ 鍵 

入居手続期限延長申請 

延長承認通知 

入   居 

審査・決裁 

延長承認の決定 

入居可能日通知書作成 電算入力データ 
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２管理業務 ③保管届出事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

【承認事務】        
・ 入居承継等の取扱基準 
・ 住宅変更の基準 
・ 模様替承認基準 
           など 

  
 受付･確認  

 
 審査･承認  

 
 

 

        

  申請者一覧作成      

  
 電算入力  

 
 承認書作成  

 
 

 
・ 電算入力後、申請者の一覧

を作成し、申請書を提出する。 

・ 特別の事情の疑義は事前に

県と協議する。 
        

        

  
 「承認書」通知  

 
 決裁･公印押印  

 
 

 

        

         

   台 帳 整 理        

         

         

【届出の受理】         

        ・ 不在届（入居者が引き続き 15
日以上住宅を使用しないとき） 

・ 同居者の異動届(同居者に出
生、死亡又は転出による異動が
生じたとき) 

・ 入居者氏名変更届(入居者が婚
姻その他の理由により氏名を
変更したとき) 

   受付・確認       

        

        

   電算入力       

        

         

   台 帳 整 理        

         

         

  

 不在届、 
 同居者異動届、 
 入居者氏名変更届 

承 認 書 

同居、入居承継用途 
変更、模様替え・敷
地内工作物設置、住
宅変更、住宅交換、
県営住宅入居請書変
更申請書 など 
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２管理業務 ③保管届出事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

【指導事務】 
(犬、猫指導事務)        ・ 犬猫等鳥獣飼育禁止の例外に

ついて 
   納付指導・修繕時等       

        ・ 指導に当たっては、 
 入居時に結んだ契約に違反
すること。 
 犬、猫を飼いたい場合は、
県営住宅を退去する必要が
あること。 
を説明する。 

  
 情報収集  

     

        

   現地調査・実態把握       

        

  
 継続的な是正指導  

     
 

         

   指導状況の報告   
 指導状況把握  

 
 

  

         

  
 法的措置を想定した指導  

      

         

   指導状況の整理   
 指導状況把握  

 
 

  

         

   法的措置の依頼      指導状況の整理    

         

       法的措置の可能性検討    

         

       法的措置手続依頼   ・ 訴訟は県関係課が行う。 

        

         

 

苦情・通報 

犬・猫飼育 

指導に応じない者 
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２管理業務 ③保管届出事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

(不正入居者指導事務)         

   納付指導・修繕時等        

         

  
 情報収集  

      

         

   現地調査・実態把握        

         

  
 継続的な是正指導  

     
 

         

   指導状況の報告   
 指導状況把握  

 
 

  

         

  
 法的措置を想定した指導  

      

         

   指導状況の整理   
 指導状況把握  

 
 

  

         

   法的措置の依頼      指導状況の整理    

         

       法的措置の可能性検討    

         

       法的措置手続依頼   ・ 訴訟は県関係課が行う。 

        

         

 

苦情・通報 

不正入居者 

指導に応じない者 
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２管理業務 ③保管届出事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

(無断退去者指導事務)         

   納付指導・修繕時等        

         

  
 情報収集  

      

         

  
 現地調査・実態把握  

      

         

  
 退 去 先 調 査  

     
 

         

    
 審査・決裁  

 
 

  

         

  
     確認・送付  

 
 公印押印  

 
 

  

         

  
 継続的な是正指導  

     
 

         

   指導状況の報告   
 指導状況把握  

 
 

  

         

  
 法的措置を想定した指導  

      

         

         

         

 

苦情・通報 

不正退去 

勤務先等 

住 民 票 等 
請求書作成 

不正退去者 

指導に応じない者 

次  ペ  ー  ジ  へ 
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２管理業務 ③保管届出事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

         

   指導状況の整理   
 指導状況把握  

 
 

  

         

   法的措置の依頼    指導状況把握    指導状況の整理    

         

       法的措置の可能性検討    

         

       法的措置手続依頼   ・ 訴訟は県関係課が行う。 

        

   納付指導・修繕時等        

         

  
 情報収集  

      

         

   現地調査・実態把握        

         

  
 継続的な是正指導  

     
 

         

   指導状況の報告   
 指導状況把握  

 
 

  

         

         

         

 

前  ペ  ー  ジ  か  ら 

(不適切使用者の指導事務) 

苦情・通報 

不適切使用者 

次 ペ ー ジ へ 

44



 

 

２管理業務 ③保管届出事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

         

  
 法的措置を想定した指導  

      

         

   指導状況の整理   
 指導状況把握  

 
 

  

         

   法的措置の依頼    指導状況把握    指導状況の整理    

         

       法的措置の可能性検討    

         

       法的措置手続依頼   ・ 訴訟は県関係課が行う。 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

前 ペ ー ジ か ら 

指導に応じない者 
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２管理業務 ④退去事務 

 

入 居 者  指定管理者  県 庁・事務所  備   考 

      ・ 敷金取扱基準 

  
 受付・確認  

   
 

      ・ 退去届は７日前に提出する。 
・ 駐車場使用者は「県営住宅駐

車場明渡し届」も併せて提出さ
せる。 

      

 ふすまなどの修繕       

      ※ 修繕を終えて明渡し届が提出
される場合もある。 

  
 鍵の受付･保管  

   

      ・ 退去検査に合格すれば退去日
が確定する。 

   退去検査     

       

      
・ 駐車場使用者については駐車

場使用料の日割計算を行う。 

      

  
 納入通知書作成  

    

       

 納 付    家賃納入の確認      

       

  
 敷金還付充当手続  

 
 審査・決裁  

 
・ 家賃等に滞納がある場合は

「敷金充当通知書」を作成し通
知する。       

  
 充当通知書作成  

   

       

    
 敷金還付充当処理  

  

   空家の管理      

       

  

県営住宅明渡し届 
敷金還付請求書         
      など 

鍵の返還 

 家賃等日割計算   
 電 算 入 力  

納入通知書 

敷金充当通知書 

指定口座に振込み 
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２管理業務 ⑤駐車場事務 

 

入 居 者 等  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

【新規】         

        ・ 駐車場管理要領 

         

        ・ 自動車保管場所使用承認書
が必要な場合は同時に｢県営
住宅自動車保管場所使用承
認証明申請書」を提出する。 

        
        

   受付・審査       

        

  申請者一覧表作成      
・ 申請者一覧表を作成し、申

請者を提出する。 

         

   電算入力        

         

駐車場使用承認書  承認書作成  審査・決裁     

         

【区画の変更】         

         

         

         
         

         

 
  受付・審査        

         

   電算入力        

         

駐車場使用承認書  承認書作成  審査・決裁     

         

自治会長等へ        
使用申込書提出 
(駐車区画の指定) 

駐車場使用申込書 
運転免許証写し         
車 検 証 写 し         
口座振替依頼書         

自治会長等へ        
使用申込書提出 
(駐車区画の指定) 

駐車場使用申込書 
駐車場明渡し届         

(変更前の区画) 
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２管理業務 ⑤駐車場事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

        
・ 代替証明書等変更前の車両

の処理が確認できる書類と
変更後車両が確認できる販
売会社の販売証明書等の書
類を提出する。 

【車両の変更】        

    
 受付・確認  

     

        

   電算入力       ・ 自動車保管場所使用承認書
が必要になるので同時に｢県
営住宅自動車保管場所使用
承認証明申請書」を提出す
る。 

        

        

    
 受付・確認  

     

         

   電算入力        

         

   使用料日割計算        

         

  
 納入通知書作成  

      

         

 納 付    空き区画の管理        

         

【入居承継時】         

   受付・確認    審査・決裁      

         

         

         

         

  

駐車場使用変更届 

【明渡し(住宅退去･駐車場不要の場合)】 

駐車場明渡し届  

納入通知書  

駐車場明渡し届         
新規申込書類１式 

同時に「明渡し」と「新規」の手続きを行う 
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２管理業務 ⑤駐車場事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

【管理委託契約】         

  
 

 駐車場管理の依頼  
      

         

  
 

     
 

         

    
 

      

         

    
 

      

         

  
 

      

         

【管理委託料支払い】         

  
  

     
・ 委託料の支払いは、３月 

ごとに行う。 

        

 指定口座に振込み    支払手続        

         

         

  
 

      

         

   契約関係整理        

         

         

  

 
自治会等で 

受託 
駐車場管理委託 
契約書２通作成 

契約書(２通) 

記入・押印 契約書(２通) 

記入・押印 契 約 書 

委託料請求書 受付・審査 

【自治会名称等変更(代表者の変更を含む)】 

自治会名称等変更届 受付・審査 
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２管理業務 ⑤駐車場事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

【管理業務】        ・ 県営住宅迷惑駐車･放置車両
対策実施要領 

        

         

         

  
 放置車両の認定  

     
 

         

         

         

   迷惑(放置)駐車台帳        

         

  
 調査結果  

 
 調査結果作成  

 
 

  

         

   所有者等へ移動指導        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 
 

悪質な迷惑駐 
車・放置車両 

運輸局等へ所 
有者等の照会 

所有者等の確認依頼 
現地調査(証拠写真) 

迷惑駐車台帳 

詳細は「迷惑駐車・放置車両対策フロー」へ 
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迷 惑 駐 車・放 置 車 両 対 策 フ ロ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迷 惑 駐 車 、放 置 車 両 発 見 

所 有 者 等 不 明 所 有 者 等 判 明 

・ 口頭で注意し、移動を指示 
・ 理由ある場合は、「駐車許可

証」（様式１）を交付し、駐車場を
指示 

・ 指示に従わない場合は、「迷

惑駐車台帳」（様式２）に登載 

・ 「駐車禁止文書」（様式３）を貼
付 

・ 「迷惑駐車台帳」（様式２）に登

載 

［状況調査］ 

「迷惑（放置）車両台帳」（様式４） 
に登載 

自治会と指定管理者が協力して対

応、場合により警察に協力を依頼 

所 有 者 等 が 移 動 所 有 者 等 が 移 動 

放 置 車 両 の 認 定 

「迷惑（放置）車両台帳」 
（様式４）に登載 

 悪質なものは 

 指定管理者に連絡 

同一場所に、同一状態で１０日 

以上放置されているなどのもの 

警察署に照会 

（様式６） 

 現地調査 
状況写真撮影 

「移動・撤去勧告書」 
（様式５）貼付 

警察で処理しない旨の 
回答あり（様式７） 

警察で処理する旨の 
回答あり（様式７） 

所有者等の確認 

（注１） 

警察の処理に協力 

廃棄物に 
該当するか 

（注２） 

「廃棄警告書」（様式９）貼付 

貼付期間は２週 間、廃棄期限は
警告日から２週 間（注４） 

指 定 管 理 者 が 廃 棄 

「移動・廃棄警告書」（様式１０）貼付 

貼付期間は２週 間、廃棄期限は
警告日から２週 間 

車 両 の 移 動 

・ 「移動・廃棄通知書」（様式 
１１）を掲示 

・ 「放置車両移動記録」（様式 
１２）に登載 

（確認できない） 

（該当しない） 

（該当する） 

掲示期間は２週間 撤去期限は公告 
日（掲示日）から６ か月、公告日（掲 
示日）から６か月 
経過 

廃 棄 物 と し て 認 定 移 動 費 用 請 求、受 領 

（返還の申し出） 

所 有 者 等 に 返 還 指 定 管 理 者 が 廃 棄 

所有者等が移動 

（確認できる）

「移動警告書」（様式１３）を送付 口頭で移動撤去を指示（注３）

移動・廃棄費用の請求、受領 

駐車区画の封鎖（パイロン等） 

土 地 使 用 差 止 請 求 訴 訟 

指 定 管 理 者 が 移 動・廃 棄 

（応じる） （応じない） 

移動期限は状 況に応じ決定 

所有 権の放棄と 
費用 の負担を確認 

判  決 

所 有 者 等 が 移動・廃 棄 強制執行の申立て 

（応じる） （応じない） 

強  制  執  行 

訴 訟 費 用 請 求 

迷
惑
駐
車
対
応 

自治会が対応 

自治会と指定管理者が
協力して対応 

指定管理者が対応 
放

置

車

両

対

応 

注１ 「所有者等の確認」の方法 
 現地聞取り調査のほか、運輸
支局などに「車両登録事項等証
明の交付について」（様式８）
で照会し、所有者等を確認す
る。 
 所有者等が判明しても、居所
不明の場合は、「所有者等の確
認はできない」ものとして、事
務を進める。 
 
 

注２ 「廃棄物」の判断 
① 車としての機能を喪失し

ているもの。 
② ナンバープレートがなく、

登録番号が確認できないも
の。 

③ 自動車登録が抹消されて
いるもの。 

以上、①、②、③から総合的に
判断する。 
 
 

注３ 「口頭での移動・撤去の指
示」 

 移動警告書送付後も極力口
頭で移動・撤去を指導する。 
 
 

注４ 「警告書等の貼付期間」の
根拠 

 相手方への意思表示は、民法
第９８条第３項の規定を類推
適用し、車両への警告書等の貼
付により２週間公示する。 
 
 

注５ 「所有者等への返還」の方
法 

 正当な権利者であることを
証明させるとともに、受領書、
移動費用と引き換えに返還す
る。 
 

（注５） 
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２管理業務 ⑥証明事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

【一般証明】         

         

 
  申請書作成       

・ 証明書は、家賃証明書、家賃
領収済証明書、駐車場使用料証
明書、駐車場使用料領収済証明
書、居住証明書などがある。         

        

         

   受付・確認        

         

   証明書作成       
 

  

         

   確認・送付      
 

  

         

         

【車庫証明】         

         

   受付・確認      
 

 
・ 駐車場申込、車両の変更時に

請求がある。 
・ 主に、駐車場使用の「新規」、

「車両の変更」と同時に申請さ
れる。 

        

        

   証明書送付      
 

  

         

         

         

         
  

居住、家賃等 
証明書請求 

申 請 書 

申請書記入 

証 明 書 

証 明 書 

県営住宅自動車 
保管場所使用        
承認証明申請書 

確認・決済 

公印押印 

公印押印 

確認･決裁 
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２管理業務 ⑥店舗事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

【新規】        ・ 長寿園店舗管理要綱 

 使用の問合せ    空き状況確認       ・ 福島店舗等管理要綱 

        
・ 契約期間の満了日は、他の

契約と同じ日にする。 
 財産借受願  
 同 意 書    使用可能店舗あり      協議   ・ 借受願には本人の印鑑登録

証明書並びに住民票の写し、
住民票記載事項証明又は外国
人登録原票記載事項証明書を
添付する。 

・ 長寿園店舗は、長寿園店舗自 
治会の同意が必要。 

        

 印鑑登録証明書  
 住民票の写し         
 な ど を 添 付         

  受付･書類等確認      審査･貸付決定   

       

         

          

        

 賃貸借契約書(２通)    確認・送付      賃貸借契約書作成   ・ 広島県知事印のないもの 
２通を送付する。 

        

 
  受付･書類等確認      審査･決裁    

        

         

 賃貸借契約書(１通)  
 店舗シャッターの鍵  

 (鍵の受領書)  

  賃貸借契約書(１通)  
 店舗シャッターの鍵  

 (鍵の受領書)  

    賃貸借契約締結   ・ 広島県知事印を押印後、  
１通を送付する。 

      

         

 受領書作成    受付･確認      受領書    
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２管理業務 ⑥店舗事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

【更新】 
       ・ ３年ごとに更新 

 契約更新確認書    契約更新確認書作成       ・ 契約更新確認は、貸付期間 

が終了する日の一月前まで

に行う。         

 終 了  
 更 新        集計結果    

         

          

         

   
 

   
 

  

       
 

         

   受付･書類等確認      審 査･決 裁   ・ 本人の所得証明は不要 

 借受財産返還書記入    受付･現地検査        

         

    
 

 
契約終了  

  

 賃貸借契約書    賃貸借契約書(１通)     賃貸借契約締結   

         

         

         

         

         

 

集 計 

賃貸借契約書 
(２通)  賃貸借契約書(２通)  

 借受財産返還書(１通) 借受財産返還書 
(１通) 

本人の 
印鑑登録証明書･ 
所得証明書を添付 

【解約】の「敷金還付充当手続」へ 

  

 賃貸借契約書  
 返還書作成        
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２管理業務 ⑥店舗事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

【解約】         

 解約の申出     受 付      報 告   ・ 原則解除の申出は６ヶ月前
に行わなければならない。 

        

 賃貸借契約解除通知書    賃貸借契約解除通知書作成        

         

 記名･押印    受付･確認      審査･承認    

         

         

         

         

 内装等の撤去          

         

 記名･押印、ｼｬｯﾀｰ鍵    受付･現地検査      審査･決裁   ・ 内装、設置物、給排水管の
撤去確認(県の設置物はシャ
ッターのみ)。 
 検査に合格したら退去日が
確定する。 

        

  家 賃 日 割 計 算      

 納入通知書    納入通知書作成       

         

 納 付    家賃納付の確認        

         

   敷金還付充当手続      審査･決裁    

         

 敷金充当通知書    敷金充当通知書作成       ・ 家賃に滞納がある場合は、
「敷金充当通知書」を作成し
通知する。         

 指定口座に振込み        敷金還付･充当処理    

         

   空き店舗の管理        

         
 

 借受財産返還書  
 敷 金 請 求 書         

借受財産返還書･ 
敷金請求書作成 
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２管理業務 ⑦帳票仕分け事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

  データ入力期限       

       データ電算処理   

・ 県庁が、口座振替・納入通知書
等帳票出力データを抽出し、印刷
する。 

        

       帳票出力   

       電算関係帳票送付票作成   

        

    出力帳票       

・ 出力帳票類 
【住宅分】 
納入通知書（新規入居、振替不能、
定期）、口座振替分納入通知書（随
時、定期）、督促状 

 
【駐車場分】 
納入通知書（新規入居、振替不能、
定期）、口座振替分納入通知書（随
時、定期）、督促状 

 
※ 出力される帳票の種類は、処理

月により異なる。 

 
 

 
 

   
 

      金融機関  

   出力内容 照合・確認       

        

  

 
                エ ラ ー   

 
 エラー情報  

 
 エラー情報   

    
 

   

        

                  訂正入力       

        

                  帳票出力       

        

         出力帳票等整理       

        

        

        

        

        

        

        
        

仕 分 け 

納入通知書、督 
促状、請求書等 

納入通知書、督促状、 
請求書等の確認・送付 
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電  算  関  係  帳  票  類  作  成  日  程  表 
 
 

区     分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 備         考 

家 

賃 

納入通知書（新規入居） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

納入通知書（振替不能） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

納入通知書（定期）            ○ 12か月分を作成 

口座振替分納入通知書（随時） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

口座振替分納入通知書（定期）            ○  

督促状 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

収入申告書   ○           

収入認定・家賃決定通知書         ○     

駐 

車 

場 

使 

用 

料 

納入通知書（新規入居） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

納入通知書（振替不能） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

納入通知書（定期）            ○ 12か月分を作成 

口座振替分納入通知書（随時） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

口座振替分納入通知書（定期）            ○  

督促状 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
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２管理業務 ⑧財産事務 

 

申 請 者  指定管理者  県 庁・事務所  備   考 

       

      ・ 広島県公有財産管理規則及び
行政財産使用規則 

・ 使用料に土地の評価が伴うも
のは県庁で許可する。 

 
・ 電算入力は県の財産管理用シ

ステムへ入力する。 

   受付・確認     

      

      

      

 
 

 
 確認・送付   

 
 ・ 滞納が生じた場合は、３収

納業務②徴収事務イ滞納整

理事務（督促事務）以降に準

ずる。 

   

      

 納 付     受付・確認    審査・受領   

      

       

       

       

 
  受付・確認    審査・承認   

・ 行政財産上の設置物の態様、
使用目的を変更するときに提
出する。       

     電算入力   

       

   確認・送付    承認書作成   
 

       

       

【行政財産使用財産返還】       

   受付･現地確認    審査・受領   
・ 行政財産の使用を止めるとき

に提出する。 

      

       
       
       

  

【行政財産使用許可･更新申請】 

審査・許可 使用許可申請 

電算入力 

使用の目的・様態 
変 更 承 認 願         

承認書 

財産返還書 

【使用の目的･様態変更承認申請】 

誓約書 

使用許可証 
納入通知書 

使用許可証及び 
納入通知書作成 
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（経由） 

（経由） 

（経由） 

（経由） 

２管理業務 ⑧財産事務 

 

申 請 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         
【境界確定】    （経由）     

 境界確定申請  
 

 
 

 境界確定申請書(写)  
 

 境界確定申請書  
  

    （経由）     

 立会日程調整      現地調査報告書(写)   
 現地調査報告書  

  

         

         

         

  
 

 
 立会報告書(写)  

 
 立会報告書  

  

         

 境界確定協議申請    受付・確認      審査・確定決裁    

         

 境界確定協議書  
 

 
 

 資料等整理  
    

         

         
【境界証明】         

         

 境界証明申請    受付・確認      審査・決裁    

         

 境界証明書     確認・送付      境界証明書作成    

         

         

【財産管理】   パトロール        

         
 

受付・確認 
調査依頼  

現 地 調 査      
調査報告書 

現     地     立     会  

 立会報告書作成   
 確認・配布  

境界確定協議書作成  資料等整理   
 確認・交付等  
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２管理業務 ⑩自治会事務 

 

自 治 会  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

         

   受付・整理       
・ 要望については、自治会の総

意によるものについて対応す
る。 
 要望書が提出された場合は、
要望内容を自治会に確認の上、
県に報告及び提出する。 

        

   必要があれば       

        

 
 

  対応整理    協 議   
 協 議  

 ・ 判断ができない場合は県と 
協議する。 

        

        ・ 修繕等が必要なものは修繕届
を出してもらう。          

         

    受付・確認       ※ 駐車場現場管理は駐車場 
事務へ記載 

        

         

         

   役員名簿確認訂正   
 役員名簿  

 
 役員名簿  

  

         

         

         

         

         

         

         

         

         
  

状況等確認 

回 答 

要 望 

修繕等が必要な場合は業者へ発注 

役員変更届 
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２管理業務 ⑪消防事務 

 

自 治 会  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

【防火管理者選任】        ・ 消防法第８条 

   防火管理者選定    調 整      

         

   講習受講･資格取得        

         

         

         

   各消防署へ提出       

         

  受理書受     
 

  

         

         

【消防計画作成】         

(消防訓練関係事務)        ・ 消防法施行令第４条第３項、

消防法施行規則第３条第１項    消防計画の作成見直し    確認･決裁     

        ・ 自衛消防組織のない自治会に

対しては組織化の指導   各消防署へ提出      

        

・ 年１回程度の消防訓練の指導 
  受理書受    

 
 

         

         

         

         
  

防 火 管 理 者 
選任(解任)届作成 

確 認 

自衛消防隊の組織化  
消防計画に基づく 
消 防 訓 練 の 実 施 

受 理 書 
確 認 

選任・解任決裁 
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２管理業務 ⑪消防事務 

 

自 治 会  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

(消防訓練関係事務)         

      
 確認･決裁  

    

         

         

消防訓練実施  各消防署へ提出       

       
 

  

         

【消防設備等点検結果報告】        ・ 消防法第１７条の３の３ 

        
・ 昭和５０年４月１日消防庁告示

第３号 

  不良箇所等の改善       

         

    確認･決裁     

  
 

      
・ 消防署への報告は３年に１回

行う。 

         （店舗を除く。） 

          

  各消防署へ提出       

      
 

 
 

  受理書受      

         

    受理書(写)･整理     

   受理書・確認整理        

         

 

自衛消防訓練等
実施通知書作成 

消防訓練の計画 

通知書(写) 
確 認 

 機 器 点 検 実 施   
 機器点検･総合点検実施  

消防設備等点検 
結果報告書作成 

確 認 

県営住宅管理システムへの
情報登録 

台帳整理（結果報告一覧作成、

確認整理）の際、「県営住宅管

理システム」に情報を登録す

る。 
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２管理業務 ⑪消防事務 

 

自 治 会  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

【防火対象物定期点検報告】        ・ 消防法第８条の２の２ 
・ 点検、報告は、年１回行う(消

防法施行規則第４条の２の４
第１項)。 

・ 対象建物は、東観音住宅１号
館のみ。 

        

        

   不良箇所等の改善       

         

     確認・決裁     
 

         

          

         

  各消防署へ提出       

         

  受理書受  受理書(写)     

        
・ 消防法第８条の２の３（点検報

告義務免除の認定） 

    確認・決裁     

         

  消防署へ提出       

          

  消防署の検査受検       

        ・ 認定されると３年間点検と報
告が免除。 

  認定通知書受  認定通知書(写)    

         

         

         
 

防火対象物の 
定期点検実施 

(防火対象物定期点検報告事務) 

防火対象物定期
点検報告書作成 

防火対象物点検報告
特例認定申請書作成 

(防火対象物点検報告特例認定申請事務) 

県営住宅管理システムへ
の情報登録 

台帳整理（結果報告一覧作成、

確認整理）の際、「県営住宅管

理システム」に情報を登録す

る。 
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２管理業務 ⑫公募外入居事務 

 

入 居 者  指定管理者  県 庁・事務所  備   考 

【特定入居】       

   相談受付     ・ 県営住宅変更の基準及び事
務取扱要領 

      

   資格要件審査    協 議   
・ 募集停止住戸の場合は、県

庁と建設事務所が協議する。 

      

   受付・審査   確認・入居者決定   

       

       

       

       

【目的外使用の入居】      ・ 行政財産使用規則 

   相談受付     
・ 行政財産の使用料に関する

条例 

      

    
 

 

・ 許可期間は、住宅の復旧、
移転の見込みなどを判断し
て決定する。 
 復旧の状況により期間の
更新も検討する。       

     受付・確認     

      

・ 使用料は、一般入居の家賃
と同様にその月の末日まで
に徴収する。 

   確認・送付   
 

 

      

      

      

 
 
 

      

  

住宅変更希望者等 

 入居資格なし   
 入居資格あり  

入居申込書作成 

「２管理業務 ②入居事務」の  電算入力  、 決定通知書等作成送付  へ 

被 災 者 等 

 許可基準非該当   
 許 可 基 準 該 当  

 許可要件確認   
 許可期間決定  協 議 

審 査・使 用 許 可 
及び使用料の決定 

行政財産使用許可申請書 

許可書作成 使用許可書 

次 ペ ー ジ へ 次  ペ  ー  ジ  へ 
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２管理業務 ⑫公募外入居事務 

 

入 居 者  指定管理者  県 庁・事務所  備   考 

       

       

       

   受付･確認、鍵渡し             

       

   確認・通知    納入通知書作成    

       

 納 付        

       
【目的外使用の更新】       

   相談受付     
 

       

    
 

 

 

       

   受付・審査    使用期間更新許可の決定   ・  

       

   確認・送付      許 可 書 作 成    

       

         

       

   確認・送付    納入通知書作成    

       

 納 付  
      

 

前 ペ ー ジ か ら 前  ペ  ー  ジ  か  ら 

納入通知書 

被 災 者 等 

 許可基準非該当   
 許 可 基 準 該 当  

 許可要件確認   
 許可期間決定  

使用期間更新許可申請書 

使用許可書 

納入通知書 

協 議 
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２管理業務 ⑫公募外入居事務 

 

入 居 者  指定管理者  県 庁・事務所  備   考 

       

【目的外使用の返還】       

   受付・確認      

       

   実態調査・審査    審査・受領    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

財産返還書作成 

明渡し 
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２管理業務 ⑬建替・用途廃止 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 
【共通】         

       計画作成･決定    

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

  
 

 
 

    

  
 
 

   
 
 

  

  

 

     

 
 
 
 

         

 
  

 
 

 
 

 
 

 
・説明会の会場手配及び準備等

は指定管理者が行う。 
 

   
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

【仮移転】       仮移転可能住宅調査依頼   ・ 県営住宅建替及びストック
総合改善事業による移転補償
及び仮住居賃貸借費補償に関
する要綱 

・ 県営住宅の用途廃止に伴う
家賃の負担調整及び移転補償
に関する要綱（この場合は、
｢仮移転｣を｢本移転｣と読み替
える。） 

       仮移転可能住宅決定   

   決定通知書       

     決定通知書     
        

  
 
 

     

           

         

 
        

募集停止通知書 募集停止決定･通知 

 仮移転可能住宅調査   
 一覧表作成  

協議 協議 

事業開始通知書 事業開始決定･通知 
事業開始通知書 

募集停止通知書 

募集停止 

事業推進方針決定 

説明会開催通知書 
説明会資料 説明会開催日時決定・

通知・説明資料 
原本作成 

事業説明会 

説明会開催通知書 
説明会資料 説明会開催通知書 

仮移転説明会開催
通知書・説明資料 

仮移転説明会開催日時
決定・通知 
説明資料原本作成 

仮移転説明会 

仮移転説明会開催
通知書・説明資料 仮移転説明会開催

通知書 

次 ペ ー ジ へ 
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 ２管理業務 ⑬建替・用途廃止 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

前 ペ ー ジ か ら 

仮移転先決定・通知 

仮移転先決定通知書 

仮移転先決定通知書 

物件確認等説明資料作成 物件確認等説明会 

日程希望調査票

等記入 
受付・確認整理 

物件確認日程調整 物件確認実施 

次 ペ ー ジ へ 

仮移転先決定通知書 

結果整理 
審査 

審査 

次 ペ ー ジ へ 

仮移転先希望調査

票等記入 
受付・仮移転先希望一覧作成 仮移転先希望一覧 

抽選 公開抽選会実施 

抽選結果一覧作成 抽選結果一覧 

抽選会開催通知 
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 ２管理業務 ⑬建替・用途廃止 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

  
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

    

 
 

  
 

 
 

 
 

  

         

   仮移転関係書類確認        

 
   

 
 

 
 
・前払いは必要に応じて行う。

家賃の額は次の要綱に基づき
算定する。 

          
・県営住宅建替及びストック総

合改善事業に伴う家賃の負担
調整に関する要綱 

・県営住宅の用途廃止に伴う家
賃の負担調整及び移転保障に
関する要綱 

   鍵渡し・電算入力       

        

 移転完了         

        

  
  
  

 
 

 
 

         

 
   

 
 

 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

仮移転先の鍵 

移転完了通知書 
及び住宅の鍵 

 受付・完了検査   
 移転完了通知書  

前 ペ ー ジ から 

仮移転関係書類 

関係書類記入 

 確認・整理・配布   
関係書類作成・通知  

移転補償金額決定 

 確認・整理・配布   
 受付・確認  

指定口座に振込み 
前払い金支払 

前払い金支払 

移転補償関係審査 

移転補償関係審査 

指定口座に振込み 

審査・支出決定 

審査・支出決定 

移転補償金支払

移転補償金支払

前 ペ ー ジ から 

移転補償金額決定 
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２管理業務 ⑬建替・用途廃止 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 
【本移転】         

 
 

 
 

 
 

 
  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本移転説明会開催
通知書・説明資料 

本移転説明会開催日時
決定・通知 
説明資料原本作成 

本移転説明会 

本移転説明会開催
通知書・説明資料 本移転説明会開催

通知書 

本移転先決定・通知 

本移転先決定通知書 

本移転先決定通知書 

物件確認等説明資料作成 物件確認等説明会 

日程希望調査票

等記入 
受付・確認整理 

物件確認日程調整 物件確認実施 

本移転先決定通知書 

次 ペ ー ジ へ 

抽選会開催通知 

本移転先希望調査

票等記入 
受付・本移転先希望一覧作成 本移転先希望一覧 

抽選 公開抽選会実施 

抽選結果一覧作成 抽選結果一覧 
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２管理業務 ⑬建替・用途廃止     

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

  
 

 
 

 
    

  
 

 
 審 査  

 
審 査 

  

         

 
 

 
   

 
  

         

  
 

 
 

 
 

  

         

 

 

  

     

家賃の額は次の要綱に基づき
算定する。 
・ 県営住宅建替及びストック

総合改善事業に伴う家賃の
負担調整に関する要綱 

・ 県営住宅の用途廃止に伴う
家賃の負担調整及び移転保
障に関する要綱 

 
 

 
   

 
 

 

        
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

         

結果整理 

移転補償金額決定  確認・配布・整理   
 関係書類作成・通知  

本移転関係書類 

関係書類記入 

本移転先の鍵 

 確認・配布・整理   
 受付・確認  

前 ペ ー ジ から 

移転完了 

移転補償関係審査 

移転補償関係審査 

前払い金支払 
指定口座に振込み 

前払い金支払 

本移転関係書類審査 

鍵渡し・電算入力 

敷金の整理替え 

移転完了通知書

及び住宅の鍵 

 受付・完了検査   
 移転完了通知書  

指定口座に振込み 

審査・支出決定 

審査・支出決定 

移転補償金支払

移転補償金支払

移転補償金額決定 
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２管理業務 ⑬建替・用途廃止     

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 
         
【仮住居賃貸借費補償】 

 
  

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

・ 県営住宅建替事業及びスト
ック総合改善事業による移転
補償及び仮住居賃借費補償に
関する要綱 

        

         

         

 
 

       
   

 
 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
   

・ 補償金の支払は、居住の確

認をして毎月支払う。 
         

         

         

         

 

確認・通知 
仮住居賃借費補償金
支払決定通知書作成 

仮移転説明会開催
通知書・説明資料 

仮移転説明会開催日時
決定・通知 
説明資料原本作成 

仮移転説明会 

仮移転説明会開催
通知書・説明資料 仮移転説明会開催

通知書 

賃貸住宅契約締結 

支払決定通知書 

物件確認実施 物件確認日程調整 

仮住居賃借費補償金申請 受付・確認 審査・補償額決定 

「移転補償費支払」事務へ 

 

仮住居賃借費補償金請求 

 

受付・確認 

 

審査 

 

支払手続 

 
指定口座に振込み 

 

審査 

 

支払手続 
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２管理業務 ⑬建替・用途廃止 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

【建物解体】 
 

 
 

 解体の通知  
 

 
 

 
        

   解体建物調査      解体評価調書作成    

         

         

         

       審査・決裁    

         

       取り壊し手続    

         

【敷地処分】 
 

 
 

 処分通知書  
    

         

   敷地現況調査等        

         

       協 議    

         

   取りまとめ      処分手続    

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 確認・整理  

 確認・整理  
敷 地 処 分 の 決 定 
処分地の調査依頼 

境界確定用資料 
収 集 ・ 整 理 

建物解体の決定 
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２管理業務 ⑭改修工事事務 

 

入 居 者  指定管理者  建設事務所  県  庁  備   考 

         

       計画作成･決定    

  
 

 
 

 
 

  

         

       事業推進方針決定    

         

  
 

 
 事業開始通知書  

    

必要に応じ事業説明会         

         

        
改修工事実施後、県営住宅管理

システムへの入力が必要。 
        

        

         

    空室情報・鍵     

         

  
 

 未施工住戸の通知  
 

  

         

      事業完了   

         

         

         

         

         

         

         
  

事業開始通知書 連絡・調整 事業開始決定･通知 

改修工事実施 

（工事施工業者） 
改修工事 

入居者との連絡調整 

改修工事完了 

入居者との連絡調整 

未施工・住戸データ管理・対応 

改修工事完了 対応 

未施工住戸等 
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